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中小企業ＧＸ推進事業費補助金中小企業ＧＸ推進事業費補助金

　市内の個人事業主や中小企業者などがＧＸ（グリーントランスフォーメーション）経営に取り組むための設
備投資に係る経費の一部を補助します。対象設備や補助金額などの詳細は市HPを確認してください。

対　次の条件を全て満たす事業者
●市内に事業所を有する個人事業主または中小企業者

など
●市税の滞納がない
●主な事業の収入が所得税法に定める事業所得として

計上されている
●日本標準産業分類に定める農業、林業および漁業に

該当する事業を営む者でない
●法人税法（昭和40年法律第34号）に規定する公共法

人でない
●政治団体もしくは宗教上の組織または団体でない
●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第２条第５項に規定する事業を営む者でない
対象経費　市内の事務所・工場・店舗などに事業用と

して設置するもので、導入により省エネルギー化が
見込めるなど、補助対象の要件を満たす設備の施工
費を含む設備等導入経費および撤去処分費

補助金額　100万円から400万円までで対象経費の３
分の１または３分の２以内です

　※上限額と補助率は従業員に対して表明する賃上げ
率に応じて変わります。千円未満は切り捨てです

申　７月27日（月）から10月30日（金）までに申請書に
必要事項を記入の上、必要書類を添えて郵送でＧＸ
補助金事務局へ

　※交付決定額が予算額に達した場合は、申請期間内
であっても受け付けを終了します

　※申請書は商工労働課にあります。
　市HPからダウンロードもできます
宛先　〒370−0８31　高崎市あら町167　高崎第一

生命ビル２階　伊勢崎市ＧＸ補助金事務局

問い合わせは「ＧＸ補助金事務局」へ
時　平日の午前９時〜午後５時
問　ＧＸ補助金事務局（☎027−32５−2202）
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付
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付
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収
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滞
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滞
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を
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る
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要
が
あ
り
ま
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帯
内
で
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得
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申
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る
場
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災
害
な
ど
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別
な
事
情
で
一
時
的
に
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払
え
な
く
な
っ
た
と
き
は
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分
割
納
付
や
一
定
期
間
の
納
付
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予
、
減

免
な
ど
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

早
め
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

数
が
90
日
を
超
え
た
場
合
、
入
院
し
た
と

き
の
食
事
代
の
負
担
が
減
額
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
国
民
健
康
保
険
課
ま
た
は

年
金
医
療
課
で
申
請
が
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要
で
す
。
申
請

方
法
な
ど
の
詳
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は
問
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だ
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。
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期
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
マ
イ
ナ

保
険
証
を
持
っ
て
い
な
い
人
ま
た
は
定
期

的
に
利
用
し
て
い
な
い
人
で
、
限
度
額
情

報
が
記
載
さ
れ
た
資
格
確
認
書（
有
効
期

限
が
７
月
末
ま
で
の
も
の
）が
既
に
交
付

さ
れ
て
い
る
人
に
は
、
７
月
上
旬
以
降
に
、

限
度
額
情
報
が
記
載
さ
れ
た
新
し
い
資
格

確
認
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
新
た
に
限
度
額
情
報
が
記
載
さ
れ
た
資

格
確
認
書
の
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
申

請
が
必
要
で
す
。
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保険税（料）普通徴収の納期
納期 納期限（口座振替日）
１期  ７月31日（金）
２期  ８月31日（月）
３期  ９月30日（水）
４期 11月２日（月）
５期 11月30日（月）
６期 12月2５日（金）
７期 令和９年２月１日（月）
８期 令和９年３月１日（月）




